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　　　律令制の成立と祭祀─ 1 ─

は
じ
め
に

　　

律
令
制
の
成
立
は
、
祭
祀
制
度
や
そ
の
基
盤
と
な
る
価
値
観
と
、
ど
の

よ
う
な
関
係
性
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
の
が
、
本
稿
の

大
き
な
課
題
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
課
題
は
、
一
論
考
と
し
て
は
、
問
題

点
が
膨
大
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
出
雲
神
郡
の
成
立
を
検
討
す
る
こ

と
で
、
日
本
古
代
の
祭
祀
制
度
の
考
察
を
試
み
た
い
。

　

日
本
古
代
に
お
け
る
「
出
雲
」
と
い
う
地
は
、
多
様
な
研
究
課
題
を
与

え
て
く
れ
る
。

　

考
古
学
で
は
、
荒
神
谷
遺
跡
・
加
茂
岩
倉
遺
跡
・
出
雲
大
社
境
内
遺
跡

を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
遺
跡
や
遺
物
が
確
認
さ
れ
、
古
代
の
出
雲
に

つ
い
て
、
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
文
献
史
学
や
上
代
文
学
な
ど
の
研
究
分
野
で
は
、『
出
雲
国
風

土
記
』・『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
六
国
史
・『
延
喜

式
』・『
万
葉
集
』
な
ど
を
用
い
て
、
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
。『
出
雲
国
風
土
記
』
は
完
全
に
近
い
形
で
存
す
る
唯
一
の
風
土
記
で

あ
る
し
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
も
、
出
雲
に
関
す
る
記
事
は

多
い
。
特
に
、
神
代
に
お
け
る
出
雲
は
、
複
数
の
学
問
分
野
に
お
い
て
、

論
考
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
神
代

の
学
問
的
位
置
付
け
に
関
し
て
は
、津
田
左
右
吉
が
『
神
代
史
の
研
究
』・

律
令
制
の
成
立
と
祭
祀

─
出
雲
神
郡
の
成
立
を
中
心
に
─

小
林
宣
彦
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『
古
事
記
及
日
本
書
紀
の
研
究
』・『
日
本
上
代
史
研
究
』・『
上
代
日
本
の

社
会
及
び
思
想
』
な
ど
の
研
究
の
中
で
、
神
代
の
内
容
は
、
国
家
成
立
に

関
す
る
思
想
上
の
一
主
張
で
あ
り
、
人
皇
初
期
ま
で
の
内
容
も
、
事
実
の

記
録
と
い
う
よ
り
「
思
想
上
の
構
成
」
と
し
て
見
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
論

じ
た
。
津
田
の
研
究
は
、
神
代
か
ら
人
皇
初
期
の
内
容
は
史
実
の
記
録
で

は
な
く
、
思
想
上
の
表
現
と
し
て
見
る
べ
き
こ
と
と
し
て
論
述
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
戦
後
の
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
研
究
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
こ
と
は
、
縷
縷
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
出
雲
神
郡
成
立
の
検
討
か
ら
、
律
令
国
家
の
成
立
と
出
雲
の

関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
日
本
古
代
の
祭
祀
制
度
に
つ
い
て
論
じ
る
も

の
で
あ
る
。
神
郡
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
拙
稿
の
中
で
、「
大
和
政
権
に

よ
る
祭
祀
を
畿
外
に
お
い
て
も
維
持
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
郡
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
が（

１
）、

出
雲
神
郡
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
検
討
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
旧
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
出
雲

神
郡
の
成
立
理
由
を
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
か
ら
検
証
し
て
い
く
。

津
田
の
述
べ
る
よ
う
に
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
が
「
思
想
上
の
構

成
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
律
令
国
家
成
立
期
の
価
値
観
が
多
分
に
反
映
さ
れ

て
い
る
両
者
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
同
時
期
の
理
念
を
論
じ
る
に
あ
た
っ

て
、
必
要
な
作
業
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
意
図
で
出
雲
神
郡
が

設
置
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
点
を
探
り
、
律
令
国
家
成
立
と
祭
祀
制
度

の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
出
雲
に

関
す
る
研
究
史
は
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
取
り
扱
う
こ

と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
研
究
史
か
ら
抽
出
さ
れ
る
問
題
点
の
考
察
は
、

稿
を
改
め
て
検
証
す
る
こ
と
を
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

一　

出
雲
神
郡
に
対
応
す
る
神
社

　　

ま
ず
は
、
日
本
古
代
の
神
郡
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い（

２
）。

　
『
令
集
解
』「
選
叙
令
」
同
司
主
典
条
の
令
釈
に
引
用
さ
れ
る
養
老
七
年

十
一
月
十
六
日
の
太
政
官
処
分
に
よ
れ
ば
、
令
制
当
初
、
神
郡
と
称
さ
れ

る
郡
は
八
郡
あ
っ
た
。
伊
勢
国
の
渡
相
郡
（
度
会
郡
）
と
竹
郡
（
多
気

郡
）、
安
房
国
の
安
房
郡
、
出
雲
国
の
意
宇
郡
、
筑
前
国
の
宗
形
郡
（
宗

像
郡
）、
常
陸
国
の
鹿
嶋
郡
、
下
総
国
の
香
取
郡
、
紀
伊
国
の
名
草
郡
で

あ
る
。「
神
郡
」
と
い
う
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
郡
は
神
事
に

関
わ
り
の
あ
る
郡
で
あ
り
、
特
に
、
個
別
の
神
社
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
郡
と
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
国
の
度
会
郡
と
多
気
郡
は
伊
勢
大
神
宮
、
安

房
国
安
房
郡
は
安
房
坐
神
社
、
筑
前
国
宗
像
郡
は
宗
像
神
社
、
常
陸
国
鹿

島
郡
は
鹿
島
神
宮
、
下
総
国
香
取
郡
は
香
取
神
宮
、
紀
伊
国
名
草
郡
は
日

前
神
社
・
国
懸
神
社
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
と
神
社
が
対
応
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
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「
神
郡
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
有
富
由
紀
子
氏
の
論
考

を
引
用
す
れ
ば
、「
神
郡
の
「
神
」
は
「
公
」
に
対
す
る
語
」
で
あ
り
、

「
神
郡
の
「
神
」
と
は
、
特
定
の
神
、
す
な
わ
ち
神
社
を
言
い
、
神
郡
は

そ
う
し
た
神
社
と
強
く
結
び
つ
い
た
郡
」
で
あ
る（

３
）。

ま
た
、
神
郡
の
特
徴

に
つ
い
て
は
、
早
川
万
年
氏
が
「
神
事
優
先
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る（
４
）。

た
だ
、
付
言
す
れ
ば
、
そ
の
神
事
優
先
の
背
景
に
は
、
古
代
に
お
い

て
は
、
一
般
行
政
と
神
事
行
政
と
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、「
神
郡
で
は
神

事
行
政
が
優
先
で
あ
っ
た
」
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
類
聚
三
代

格
』
延
暦
十
七
年
三
月
二
十
九
日
官
符
で
出
雲
国
意
宇
郡
の
「
国
造
」
と

「
郡
領
」
の
職
務
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
神
事
」
と
「
公
務
」
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
官
符
は
、
国
造
と
郡
領
の
兼
任
に
よ
っ
て
、
公
務
が
疎

か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
旧
例
を
改
め
て
両
職
の
兼
任
を
不

可
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
行
政
で
あ
る

「
公
務
」
に
対
し
て
、「
神
事
」
に
よ
る
行
政
が
存
在
し
た
。
後
述
す
る

が
、
古
代
の
神
事
に
は
災
害
予
防
・
災
害
対
処
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
国

家
に
と
っ
て
、
神
事
は
儀
礼
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
の
一
つ
で
あ
り
、
公

務
に
対
し
て
神
事
行
政
を
優
先
さ
せ
る
郡
と
し
て
「
神
郡
」
と
称
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
有
富
氏
は
、『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
二
十
年
十
月
十
九

日
官
符
に
あ
る
「
神
界
之
外
将
レ
加
二
決
罰
一
」
を
引
用
し
て
、
神
郡
郡
司

の
決
罰
権
に
注
目
し
て
い
る
が
、
神
事
行
政
が
優
先
さ
れ
る
郡
と
い
う
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
神
祇
令
」
の
「
不
レ
判
二
刑
殺
一。
不
レ
決
二
罰
罪
人
一。」

と
す
る
斎
戒
規
定
が
、
や
は
り
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
前
、
神
郡
に
関
す
る
拙
稿
に
お
い
て
、
畿
内
は
、
物
理
的
距
離
か
ら

考
え
て
も
大
和
政
権
に
よ
る
人
的
・
経
済
的
サ
ポ
ー
ト
が
比
較
的
容
易
で

あ
っ
た
が
、
畿
外
の
場
合
は
、
大
和
政
権
に
よ
る
支
援
が
困
難
で
あ
っ
た

た
め
、
人
的
・
経
済
的
拠
点
と
し
て
神
郡
を
設
定
し
た
こ
と
を
論
じ
、
各

神
郡
の
成
立
理
由
に
つ
い
て
、
表
Ⅰ
の
よ
う
に
分
類
し
た
。

表
Ⅰ伊

勢
の
神
郡

神
宮
に
お
け
る
天
皇
の
祭
祀
を
人
的
・
経
済
的
に
維

持
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
郡

安
房
神
郡
・

鹿
島
神
郡
・

香
取
神
郡

大
和
政
権
に
よ
る
東
国
経
営
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時

に
、
大
和
政
権
に
よ
る
祭
祀
の
拠
点
で
も
あ
り
、
そ

れ
を
人
的
・
経
済
的
に
維
持
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ

た
郡

宗
像
神
郡
・

名
草
神
郡

半
島
へ
の
航
路
の
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
和
政

権
に
よ
る
祭
祀
を
人
的
・
経
済
的
に
維
持
す
る
た
め

に
設
定
さ
れ
た
郡

　

さ
ら
に
、
伊
勢
神
郡
を
除
く
六
神
郡
が
、
律
令
期
に
は
前
代
の
遺
制
で

あ
っ
た
点
も
指
摘
し
た（

５
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
有
富
氏
や
小
倉
慈
司
氏
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も
、「
孝
徳
朝
に
置
か
れ
た
八
神
郡
は
、
伊
勢
を
除
い
て
、
恐
ら
く
九
世

紀
の
初
頭
に
は
役
割
を
終
え
た
の
で
あ
ろ
う
」「
条
文
上
は
延
喜
式
段
階

で
も
律
令
八
神
郡
は
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
伊
勢
三
神
郡
を
除
い
て
、

実
態
は
な
か
っ
た
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る（

６
）」「

７
～
８
世
紀
を
通
じ
て

地
方
行
政
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く
に
し
た
が
い
、
神
郡
と
し
て
特
別
な

扱
い
を
す
る
必
要
性
は
薄
れ
て
い
く（

７
）」

と
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
お
り
、
伊
勢

神
郡
を
除
く
神
郡
は
、
律
令
期
に
は
、
設
置
当
初
の
本
質
的
役
割
と
乖
離

し
た
状
態
に
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

れ
ば
、
神
郡
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
律
令
国
家
が
成
立
し
て
く
る
時
期
に

注
目
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
郡
の
一
つ
で
あ
る
出
雲
国
意
宇
郡
に
も
対
応
す
る
神
社

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
て

い
る
。
一
つ
は
、
意
宇
郡
に
鎮
座
す
る
「
熊
野
坐
神
社
」
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
出
雲
郡
に
鎮
座
す
る
「
杵
築
大
社
」
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年
是
歳
条
の
「
是
歳
、
命
二
出
雲
国
造
一、〈
闕
レ

名
。〉
俢
二
厳
神
之
宮
一。
狐
噛
二
断
於
友
郡
役
丁
所
レ
執
葛
末
一
而
去
。
又
狗

噛
二
置
死
人
手
臂
於
言
屋
社（

８
）一。〈

言
屋
、
此
云
二
伊
浮
瑘
一。
天
子
崩
兆
。〉」

と
す
る
記
事
と
も
関
連
す
る
。
斉
明
天
皇
五
年
に
、
出
雲
国
造
に
命
じ
て

「
修
」
さ
せ
た
「
神
之
宮
」
に
つ
い
て
、
熊
野
神
社
と
す
る
説
と
杵
築
大

社
と
す
る
説
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

９
）。

こ
の
斉
明
紀
の
「
神
之

─

─

宮
」
が
い
ず
れ
の
社
な
の
か
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
神
郡
に

対
応
す
る
神
社
に
つ
い
て
も
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

熊
野
神
社
と
杵
築
大
社
に
つ
い
て
は
、『
令
義
解
』「
神
祇
令
」
天
神
地

祇
条
の
解
釈
と
し
て
、「
謂
。
天
神
者
。
伊
勢
。
山
城
鴨
。
住
吉
。
出
雲

国
造
斎
神
等
類
是
也
。
地
祇
者
。
大
神
。
大
倭
。
葛
木
鴨）

（1
（

。
出
雲
大
汝
神

等
類
是
也
。」
と
あ
る
。「
出
雲
国
造
斎
神
」
は
熊
野
神
社
、「
出
雲
大
汝

神
」
は
杵
築
大
社
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
九
世
紀
段
階
で
は
、
熊
野
神
社

は
天
神
の
社
、
杵
築
大
社
は
地
祇
の
社
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

　
「
出
雲
大
汝
神
」
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
・
第
九
段
・
本
文
に
は

「
大
己
貴
神
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
皇
孫
」
を
「
此
地
」
の
「
君
」
と

す
る
が
、「
汝
」
は
避
る
か
否
か
と
「
天
神
」
に
問
わ
れ
る
場
面
で
あ

る
。
問
う
て
い
る
「
天
神
」
は
経
津
主
神
と
武
甕
槌
神
、
問
わ
れ
て
い
る

の
は
大
己
貴
神
、
舞
台
は
「
出
雲
国
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
段
に
お

い
て
、
最
初
に
葦
原
中
国
に
派
遣
さ
れ
る
の
は
天
穂
日
命
で
あ
る
。
こ
の

神
は
、
大
己
貴
神
に
「
佞
媚
」
て
し
ま
い
復
命
し
な
い
の
で
あ
る
が
、

『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
・
第
六
段
・
本
文
に
よ
れ
ば
、
天
穂
日
命
は
出
雲

臣
の
祖
と
さ
れ
る
。
時
代
は
降
る
が
、『
延
喜
式
』
の
出
雲
国
造
神
賀
詞

で
も
、「
出
雲
国
造
者
。
穂
日
命
之
後
也
」
と
あ
り
、
出
雲
国
造
の
祖
神

は
天
穂
日
命
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
出
雲
臣
・
出
雲
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国
造
と
天
穂
日
命
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
の
は
、
正
史
に
お
い
て
、

出
雲
臣
・
出
雲
国
造
が
大
己
貴
神
に
「
佞
媚
」
た
天
神
の
後
裔
と
位
置
付

け
ら
れ
た
こ
と
を
明
確
に
し
た
い
た
め
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
先
述
の
『
令
義
解
』
の
解
釈
で
は
、「
出
雲
国
造
斎

神
」
は
「
天
神
」、
出
雲
の
地
か
ら
退
去
し
た
大
己
貴
神
は
「
地
祇
」
に

そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
出
雲
神
郡
に
対
応
す
る
神
社
が
熊
野
神
社
で
あ
る
の
か
杵
築

大
社
で
あ
る
の
か
と
い
う
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
天
穂
日
命
の
後
裔

で
あ
る
出
雲
国
造
が
、
大
和
政
権
も
し
く
は
律
令
国
家
の
た
め
の
祭
祀
を

行
う
対
象
は
、「
天
神
」
と
「
地
祇
」
と
い
ず
れ
が
妥
当
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
検
討
に
も
な
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

次
節
で
は
、
こ
の
課
題
を
検
討
し
、
出
雲
神
郡
成
立
の
理
念
を
考
察
し

て
み
た
い
。

　

二
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
大
物
主
神

　　

先
ず
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
記
述
か
ら
、
出
雲
が
大
和
政
権

や
律
令
国
家
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し

て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、『
古
事
記
』
中
巻
・
御
真
木
入
日
子
印
恵
命
（
＝
崇
神
天
皇
）

の
記
述
を
次
に
要
約
し
て
み
た
い
。

崇
神
天
皇
の
治
世
に
「
伇
病
（
＝
疫
病
）」
が
頻
発
し
、
天
皇
を
悩
ま

せ
て
い
た
。
あ
る
夜
、
天
皇
の
夢
に
「
大
物
主
大
神
」
が
あ
ら
わ
れ
、

「
疫
病
は
我
の
意
思
で
あ
る
。
意
富
多
ゝ
泥
古
に
我
を
祭
ら
せ
れ
ば
、

「
神
気
」
は
起
き
ず
、
国
内
は
平
安
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
意

富
多
ゝ
泥
古
を
探
し
だ
し
て
、
神
主
と
し
て
「
御
諸
山
」
の
「
意
富
美

和
之
大
神
」
を
「
拝
祭
」
さ
せ
、
他
に
も
、
神
々
を
祭
る
と
「
伇
気
」

が
や
み
、
国
家
が
平
安
に
な
っ
た
。

　

以
上
が
『
古
事
記
』
に
お
け
る
構
成
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
記
述
が

『
日
本
書
紀
』
に
も
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い
。

崇
神
天
皇
の
五
年
、
国
内
に
疫
病
が
流
行
し
、
多
く
の
民
が
死
亡
し

た
。
六
年
に
は
、
民
が
流
離
し
、
反
乱
も
起
き
た
。
天
皇
は
、
神
祇
に

謝
罪
の
祭
祀
を
し
続
け
た
。
天
皇
は
「
善
政
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
よ
る
神
祇
の
咎
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
卜
を
し
て
災
害
の
理
由
を

見
極
め
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
神
が
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
に
憑
り
て
、

「
我
を
敬
い
祭
れ
ば
、
必
ず
平
穏
に
な
る
」
と
の
結
果
が
出
る
。
天
皇

が
い
ず
れ
の
神
か
を
問
う
と
、「
倭
国
の
域
内
の
神
で
、
名
を
大
物
主
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神
と
い
う
」
と
の
返
答
が
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
祭
祀
を
行
う
が
、
霊

験
が
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
天
皇
が
神
に
祈
る
と
、
夢
の
中
に
大
物

主
神
が
あ
ら
わ
れ
、「
国
が
治
ま
ら
な
い
の
は
吾
が
意
で
あ
る
。
吾
が

児
の
大
田
田
根
子
に
吾
を
祭
ら
せ
れ
ば
、
平
穏
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
の

言
葉
が
あ
っ
た
。
三
人
の
臣
下
も
天
皇
と
同
じ
夢
を
見
て
、
大
田
田
根

子
を
大
物
主
神
の
祭
主
と
す
る
よ
う
進
言
す
る
。
天
皇
は
大
田
田
根
子

を
探
し
だ
し
て
大
物
主
神
の
祭
主
と
し
、
他
に
神
々
を
祭
る
と
、
疫
病

が
鎮
ま
り
、
国
内
が
平
穏
に
な
っ
た
。

以
上
が
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
構
成
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
物
主
神
は
「
御
諸
山
」
に
坐
す
「
意
富
美

和
之
大
神
」
と
さ
れ
て
お
り
、
大
国
主
神
の
国
作
り
の
場
面
で
も
、
大
国

主
神
が
共
に
国
作
り
を
す
る
た
め
に
「
御
諸
山
上
に
坐
す
神
」
を
祀
っ
た

と
あ
る
。

　

一
方
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
・
第
八
段
・
第
六
の
一
書
で
は
、
大
物

主
神
は
「
大
国
主
神
。
亦
名
大
物
主
神
。
亦
号
二
国
作
大
己
貴
命
一。
亦
曰
二

葦
原
醜
男
一。
亦
曰
二
八
千
戈
神
一。
亦
曰
二
大
国
玉
神
一。
亦
曰
二
顕
国
玉
神
一。」

と
記
さ
れ
て
い
て
、
大
国
主
神
と
大
物
主
神
は
同
じ
神
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
同
一
書
に
は
、
大
己
貴
神
の
幸
魂
奇
魂
が
「
日

本
国
之
三
諸
山
」
に
坐
す
「
大
三
輪
之
神
」
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い

る
。

　

本
居
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
、
さ
ら
に
『
延
喜
式
』
の
出

雲
国
造
神
賀
詞
も
引
用
し
て
「
大
穴
牟
遅
の
幸
魂
奇
魂
＝
和
魂
＝
三
輪
山

神
＝
大
物
主
神
」
と
す
る
見
解
を
示
し
た
が
、
倉
野
憲
司
氏
は
、「『
古
事

記
』
で
は
「
御
諸
山
上
に
坐
す
神
」
と
大
国
主
神
と
は
別
神
」
と
述
べ
て

い
る）

（1
（

。

　
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
で
は
大
物
主
神
の
位
置
付
け
に
差
異
が

あ
る
も
の
の
、
共
通
点
を
あ
げ
る
と
、

一
、
神
意
を
も
っ
て
災
害
を
も
た
ら
す
神

二
、
後
裔
の
者
が
行
う
国
家
的
な
祭
祀
を
希
望
す
る
神

三
、「
意
富
美
和
之
大
神
」
ま
た
は
「
大
三
輪
之
神
」
と
称
さ
れ
る
神

四
、
出
雲
で
国
作
り
を
し
た
神
（『
古
事
記
』
で
は
大
国
主
神
、『
日
本

書
紀
』
で
は
大
己
貴
神
）
と
近
い
関
係
に
あ
る
神

以
上
の
点
が
確
認
で
き
る
。
前
述
の
『
令
義
解
』「
神
祇
令
」
天
神
地
祇

条
の
解
釈
に
お
い
て
、「
出
雲
大
汝
神
」
と
同
じ
く
地
祇
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
「
大
神
」
と
は
大
物
主
神
を
祀
る
大
神
神
社
で
あ
る
。

　

大
神
神
社
に
関
す
る
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
藤
森
馨
氏
が
鎮
花
祭
と
三
枝

祭
の
検
討
か
ら
、
次
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る）

（1
（

。
長
文
に
な
る
が
、
引
用
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し
た
い
。

大
神
氏
が
関
与
す
る
鎮
花
祭
・
三
枝
祭
は
、
国
家
の
意
思
を
神
祇
官

が
直
接
大
神
に
伝
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
前
者
で
は
祝
部
が
、
後
者

で
は
氏
宗
が
媒
介
し
て
願
意
が
神
社
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
記
紀
に
見
ら
れ
る
疫
病
の
発
生
に
苦
し
ん
だ
崇
神
天

皇
の
夢
に
、
大
神
神
社
の
祭
神
大
物
主
神
が
顕
現
し
、
そ
の
子
孫
で

あ
る
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
よ
る
奉
祀
を
求
め
た
。
天
皇
は
直
接
大
神
を

拝
察
す
る
こ
と
な
く
、
大
神
の
託
宣
に
し
た
が
い
、
そ
の
子
孫
で
あ

る
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
捜
求
し
、
神
主
と
し
て
奉
祀
せ
し
め
た
、
と
い

う
伝
承
と
符
合
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
鎮
花
祭
も
、
三
枝
祭
も
、
大

神
氏
の
氏
神
祭
祀
で
あ
る
大
神
祭
と
は
相
違
し
、
大
物
主
神
を
防
疫

神
と
認
識
し
た
国
家
の
要
請
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
祭
祀
と
考
え
る
べ

き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
大
神
氏
に
と
っ
て
の
大
物

主
神
は
、
他
氏
族
と
同
様
個
性
な
き
始
祖
神
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

国
家
に
と
っ
て
の
大
物
主
神
は
天
皇
す
ら
そ
の
祭
祀
に
容
喙
で
き
な

い
荒
ぶ
る
疫
病
神
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
鎮
花
祭
・
三
枝
祭
が
大
神
氏
の
氏
祭
に
淵
源
す
る
と
は
、

考
え
ら
れ
な
い
。

藤
森
氏
は
、「
国
家
に
よ
る
大
物
主
神
の
位
置
付
け
」
と
「
大
神
氏
に

と
っ
て
の
大
物
主
神
の
性
格
」
と
を
区
別
す
べ
き
と
し
て
お
り
、
前
者
が

鎮
花
祭
・
三
枝
祭
と
い
う
律
令
祭
祀
の
成
立
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
う
。

　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
崇
神
天
皇
と
大
物
主
神
と
の
記
述

は
、「
国
家
が
、
律
令
成
立
期
に
、
大
神
神
社
と
そ
の
祭
神
を
、
国
家
の

た
め
の
祭
祀
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
た
の
か
」
と
い
う
理

念
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
大
神
神
社
と
そ
の
祭
神
と
考

え
ら
れ
る
大
物
主
神
は
、「
神
意
を
も
っ
て
国
家
に
災
害
を
も
た
ら
す

神
」、「
後
裔
の
者
が
国
家
祭
祀
を
行
う
べ
き
神
」、「
出
雲
と
近
い
関
係
に

あ
る
神
」
と
し
て
、
国
家
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

三
、『
古
事
記
』
と
出
雲
神

　　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
、
出
雲
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
伊
久
米
伊

理
毘
古
伊
佐
知
命
（
＝
垂
仁
天
皇
）
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。

垂
仁
天
皇
の
子
で
あ
る
本
牟
智
和
気
は
口
を
き
く
こ
と
が
な
く
、
そ

の
こ
と
を
天
皇
は
憂
い
て
い
た
。
あ
る
夜
、
天
皇
の
夢
に
「
我
の
宮
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を
天
皇
の
御
殿
の
ご
と
く
に
修
理
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
御
子
が
も
の

を
言
う
だ
ろ
う
」
と
の
「
神
覚
」
が
あ
っ
た
。
太
卜
の
法
で
占
い
を

し
て
、
ど
の
神
の
心
な
の
か
を
求
め
る
と
、
そ
の
「
祟
」
は
出
雲
神

の
御
心
と
判
明
す
る
。
天
皇
は
、
本
牟
智
和
気
に
出
雲
神
の
宮
を
拝

さ
せ
る
と
、
そ
の
帰
途
に
本
牟
智
和
気
に
仰
せ
が
あ
っ
た
。
天
皇
は

喜
び
、「
神
宮
」
を
造
ら
せ
た
。

本
牟
智
和
気
の
仰
せ
の
内
容
と
は
、「
是
於
二
河
下
一、
如
二
青
葉
山
一
者
、

見
レ
山
非
レ
山
。
若
坐
二
出
雲
之
石
硐
之
曽
宮
一、
葦
原
色
許
男
大
神
以
伊
都

玖
之
祝
大
庭
乎
。（
こ
の
川
下
に
あ
る
青
葉
の
山
の
よ
う
な
も
の
は
、
山

の
よ
う
に
見
え
る
が
山
で
は
な
い
。
も
し
や
出
雲
の
石
硐
之
曽
宮
に
坐
す

葦
原
色
許
男
大
神
を
斎
き
祭
る
祝
の
祭
場
で
は
な
い
か
）」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

　

右
の
垂
仁
記
で
は
、
垂
仁
天
皇
の
子
で
あ
る
本
牟
智
和
気
が
、
出
雲
の

神
か
ら
祟
り
を
受
け
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
祟
り
を
直
接
的
に
受
け
て

い
る
の
は
本
牟
智
和
気
で
あ
る
が
、
祟
り
の
存
在
と
解
決
を
提
示
し
て
い

る
相
手
は
天
皇
で
あ
る
か
ら
、
出
雲
神
の
祟
り
の
対
象
は
、
広
義
に
は
天

皇
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る）

（1
（

。

　

前
述
の
、
崇
神
記
・
崇
神
紀
と
も
に
、「
祟
」
の
語
句
は
出
て
こ
な
い

が
、
大
物
主
神
が
天
皇
と
そ
の
治
世
に
対
し
て
災
害
を
発
生
さ
せ
て
い

る
。
古
代
に
お
け
る
祟
り
と
災
害
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
岡
田
莊

司
氏
に
よ
っ
て
、
神
祟
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
そ
れ
は
、
古
代
神
祇
史

に
お
け
る
、
敬
神
論
や
支
配
体
制
論
と
は
別
に
、
第
三
の
研
究
の
方
向
性

を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
拙
稿
に
お
い
て
も
、
祟
り
の
発
生
の
回
避
が
律

令
神
祇
制
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た）

（1
（

。
災
害
の
予
知

と
対
処
は
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
行
政
の
一
つ
で
あ
る
が
、
現
代
の
よ
う

に
科
学
的
知
識
や
技
術
が
発
達
し
て
い
な
い
時
代
に
は
、
そ
れ
は
非
常
に

困
難
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
の
が
、
卜
占
な
ど
を
用

い
る
こ
と
で
自
然
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
現
代
で

は
不
合
理
と
さ
れ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
は
、
災
害
の
対
処
と
予
防
の
た

め
の
合
理
的
手
段
で
あ
っ
た
。
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
卜
占
を
行
い
、

卜
占
で
神
の
祟
り
と
特
定
さ
れ
れ
ば
、
神
に
対
し
て
謝
罪
の
祭
祀
を
行

う
。
謝
罪
の
祭
祀
と
は
、
災
害
を
鎮
め
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
国
家
に

と
っ
て
は
、
災
害
対
策
と
い
う
重
要
な
行
政
の
一
つ
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
、
天
皇
と
祟
り
に
関
わ
る
内
容
を
確
認
し
て
み

る
と
、
も
う
一
つ
、
仲
哀
記
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

帯
中
日
子
天
皇
（
＝
仲
哀
天
皇
）
が
筑
紫
の
訶
志
比
宮
か
ら
熊
曽
国

に
出
兵
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
天
皇
が
琴
を
弾
き
、
武
内
宿
禰
が

祭
場
で
神
意
を
請
う
た
。
す
る
と
、
大
后
で
あ
る
息
長
帯
日
売
命
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（
＝
神
功
皇
后
）
に
神
懸
か
り
し
て
、「
西
方
に
た
く
さ
ん
の
宝
物
が

あ
る
国
が
あ
り
、
そ
の
国
を
授
け
よ
う
」
と
の
言
葉
が
あ
っ
た
。
天

皇
は
、
偽
り
を
す
る
神
だ
と
し
て
、
琴
を
押
し
や
っ
て
黙
っ
て
い

た
。
そ
の
神
は
大
い
に
怒
り
、「
こ
の
天
下
は
汝
の
治
め
る
べ
き
国

で
は
な
い
。「
一
道
」
に
向
え
」
と
の
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
、
武
内

宿
禰
は
諌
言
し
、
天
皇
は
し
ぶ
し
ぶ
琴
を
弾
い
た
。
間
も
な
く
琴
の

音
が
絶
え
た
の
で
、
火
で
照
ら
す
と
、
天
皇
が
崩
御
し
て
い
た
。
天

皇
を
殯
宮
に
安
置
し
、
様
々
な
罪
に
対
し
て
大
祓
を
し
て
、
武
内
宿

禰
が
神
意
を
請
う
と
、
神
功
皇
后
の
お
腹
の
子
が
こ
の
国
を
治
め
る

べ
き
と
の
言
葉
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
武
内
宿
禰
が
、
い
ず
れ
の
神
の

言
葉
で
あ
る
の
か
尋
ね
る
と
、「
天
照
大
神
之
御
心
」「
底
箇
男
・
中

箇
男
・
上
箇
男
、
三
柱
大
神
」
と
の
返
答
が
あ
り
、
さ
ら
に
、「
天

神
地
祇
や
山
神
・
河
海
な
ど
の
諸
神
に
こ
と
ご
と
く
幣
帛
を
奉
り
、

我
の
御
魂
を
船
上
に
、
木
の
灰
を
瓠
に
入
れ
、
箸
と
皿
と
を
た
く
さ

ん
作
っ
て
、
こ
と
ご
と
く
海
に
散
ら
し
浮
か
べ
て
渡
れ
」
と
の
言
葉

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
軍
は
海
を
渡
り
、
御
杖
を
新
羅
の
国
主
の
門
に

衝
立
て
、「
墨
江
大
神
之
荒
御
魂
」
を
「
国
守
神
」
と
し
て
鎮
祭
し

て
、
還
っ
て
き
た
。

こ
の
箇
所
に
は
、
大
祓
や
船
霊
な
ど
検
討
課
題
が
複
数
あ
る
の
だ
が）

（1
（

、
こ

こ
で
は
、
天
皇
と
神
の
関
係
に
注
目
し
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
照

大
神
は
天
皇
の
始
祖
神
で
あ
る
が
、
仲
哀
天
皇
は
、
そ
の
始
祖
神
で
あ
る

天
照
大
神
の
「
忿
」
に
よ
っ
て
崩
御
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
神
意
が
天
皇
に
災
い
を
引
き
起
こ
す
事
例

は
、
以
上
の
三
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
、「
神
が
ど
の
よ
う
に
し
て
神
意

を
災
い
と
し
て
発
生
さ
せ
る
の
か
（
神
意
の
発
生
方
法
）」「
ど
の
よ
う
な

手
段
で
、
災
い
を
神
意
と
特
定
し
た
の
か
（
神
意
の
特
定
方
法
）」「
い
ず

れ
の
神
の
神
意
な
の
か
（
神
名
）」「
神
意
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る
か
（
神
意
の
表
現
）」「
災
い
を
発
生
さ
せ
た
理
由
は
何
か
（
神
意
の
内

容
）」「
神
意
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
（
神
意
の
対
処
方
法
）」
を

表
Ⅱ
に
ま
と
め
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　

表
Ⅱ
を
確
認
す
る
と
、
三
例
の
う
ち
二
例
が
、
出
雲
に
関
係
す
る
神
の

神
意
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
仲
哀
記
の
場
合
は
、
天
皇

に
対
す
る
「
忿
」
が
崩
御
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
た
が
、
崇
神
記
や

垂
仁
記
の
場
合
は
、
天
皇
へ
の
「
要
求
」
が
「
神
気
」「
祟
」
と
し
て
災

い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
出
雲
に
関
係
す
る
神
々
は
、
国
家
に
と
っ

て
は
、
特
に
注
意
が
必
要
な
「
祟
り
為
す
神
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

　
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
る
時
期
に
、
出
雲
の
神
々
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表
Ⅱ

神
意
の
発
生
方
法

神
意
の
特
定
方
法

神
名

神
意
の
表
現

神
意
の
内
容

神
意
の
対
処
方
法

崇神記・崇神紀

・
疫
病
の
流
行
（
記
・
紀
）

・
神
が
天
皇
の
夢
に
あ
ら

わ
れ
て
教
え
る
（
記
）

・
卜
と
憑
（
紀
）

・
神
が
天
皇
と
臣
下
の
夢

に
あ
ら
わ
れ
て
教
え
る

（
紀
）

・
大
物
主
神

・
神
気
（
記
）

・
咎
、
意
（
紀
）

・
大
物
主
神
が
、
自
ら
に

対
し
て
、
後
裔
の
オ
オ
タ

タ
ネ
コ
に
祭
祀
を
行
わ
せ

る
こ
と
を
求
め
た

・
大
物
主
神
の
教
に
従
い
、

大
物
主
神
に
対
し
て
、
そ

の
後
裔
で
あ
る
オ
オ
タ
タ

ネ
コ
に
祭
祀
を
行
な
わ
せ

る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に

神
々
に
幣
帛
を
奉
っ
た

垂仁記

・
垂
仁
天
皇
の
御
子
で
あ

る
本
牟
智
和
気
が
口
を
き

か
な
い

・
天
皇
の
夢
に
神
覚
が
あ

る・
太
占
を
し
て
神
名
が
判

明
す
る

・
出
雲
神

・
祟

・
出
雲
神
が
、
自
ら
の
宮

を
天
皇
の
御
殿
の
ご
と
く

に
す
る
こ
と
を
求
め
た

・
御
子
に
出
雲
神
の
宮
を

拝
さ
せ
る

・
御
子
の
仰
せ
が
あ
っ
た

後
で
、
出
雲
神
の
宮
を
造

ら
せ
る

仲哀記

・
仲
哀
天
皇
の
崩
御

・
天
皇
が
琴
を
弾
き
、
武

内
宿
禰
が
神
意
を
請
う

と
、
皇
后
に
神
懸
り
す
る

・
国
中
の
罪
を
大
祓
で
清

め
、
武
内
宿
禰
が
神
意
を

請
う
と
、
教
覚
が
あ
る

・
天
照
大
神

・
底
箇
男
神
、
中
箇
男
神
、

上
箇
男
神
（
＝
住
吉
神
）

・
忿

・「
西
方
の
国
を
賜
う
」

と
い
う
教
覚
を
、
天
皇
が

偽
り
と
し
た
こ
と
に
神
が

怒
っ
た

・
天
照
大
神
と
住
吉
神
の

教
覚
に
従
い
、
神
々
に
幣

帛
を
奉
り
、
船
上
に
神
を

祭
り
、
木
の
灰
を
瓠
に
入

れ
、
箸
と
皿
を
大
量
に

作
っ
て
海
に
散
ら
し
浮
か

べ
、
半
島
へ
と
渡
航
し
た
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と
国
家
の
間
に
緊
張
関
係
と
い
う
側
面
が
多
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年
是
歳

条
に
は
、「
斉
明
天
皇
五
年
に
、
出
雲
国
造
に
「
神
之
宮
」
を
「
俢
」
さ

せ
た
」
記
事
が
あ
り
、
こ
の
「
神
之
宮
」
が
、
熊
野
神
社
か
杵
築
大
社
か

で
論
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
熊
野
神
社
説
で
は
、
意
宇
郡

の
狐
と
狗
に
よ
る
怪
異
の
記
事
が
続
く
こ
と
が
、
根
拠
の
一
つ
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
意
宇
郡
で
発
生
し
た
怪
異
で
あ
れ
ば
、
郡
内

の
神
社
が
対
象
で
あ
る
こ
と
が
自
然
で
は
あ
る
が
、「
天
子
の
崩
御
の
兆

し
で
あ
る
」
と
の
註
が
あ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
記
事
か
ら
は
、
国
家
に
お
け
る
出
雲
の
神
々

の
位
置
付
け
は
、「
祟
り
」「
災
害
」
と
い
う
点
で
特
に
注
意
が
必
要
と
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
を

考
慮
す
れ
ば
、
斉
明
天
皇
五
年
に
出
雲
国
造
に
命
じ
た
対
象
の
神
社
を
、

「
天
神
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
「
出
雲
国
造
斎
神
」（
熊
野
神
社
）
と
断
定

す
る
の
は
難
し
く
、
や
は
り
「
出
雲
大
汝
神
」（
杵
築
大
社
）
を
含
め
て

考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　

四
、
出
雲
神
郡
の
成
立
と
国
家
祭
祀

　　

こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
点
を
踏
ま
え
て
、
出
雲
神
郡
に
つ
い
て
、

「
神
郡
の
設
置
理
由
」「
国
家
と
出
雲
の
神
々
と
の
関
係
」「
国
家
祭
祀
の

形
態
・
構
造
」
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、

一
、
神
郡
と
は
「
国
家
の
た
め
の
祭
祀
を
行
う
拠
点
」

二
、
国
家
に
と
っ
て
の
出
雲
の
神
々
と
は
、
国
家
に
対
す
る
災
い
を
引

き
起
こ
し
、
そ
の
た
め
の
祭
祀
が
欠
か
せ
な
い
神
々

三
、
古
代
の
国
家
祭
祀
と
は
、
鎮
花
祭
や
三
枝
祭
の
祭
祀
形
態
・
構
造

を
踏
ま
え
れ
ば
、「
国
家
の
た
め
の
祭
祀
を
氏
族
や
地
域
共
同
体

に
委
託
し
て
行
わ
れ
る
」

以
上
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
出
雲
神
郡
と
は
、「
出
雲
の
神
々
に
対
す
る
国
家
祭
祀
が
、

出
雲
国
造
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
人
的
・
経
済
的
拠
点
と
し
て
、
国
家

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
郡
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
三
点
目
の
「
国
家
祭
祀
の
形
態
・
構
造
」
に
つ
い
て
、
も
う

少
し
詳
し
く
論
じ
、
出
雲
神
郡
の
検
討
を
進
め
た
い
。

　

国
家
祭
祀
の
構
造
に
つ
い
て
は
、

　

国
家

　

国
（
大
和
国
、
出
雲
国
な
ど
）
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氏
族
・
地
域
共
同
体

　

神
社

右
の
よ
う
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
国
家
祭
祀
と
は
、「
国
家
の
幣

帛
を
奉
る
こ
と
」
で
あ
り
、
班
幣
に
よ
る
国
家
祭
祀
が
行
わ
れ
る
神
社
を

官
社
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
多
く
は
国
に
鎮
座
し
、
氏
族
や
地
域
共
同
体

が
奉
斎
す
る
神
社
に
、
国
家
の
幣
帛
を
奉
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
神
社

の
氏
族
性
や
地
域
性
は
失
わ
れ
ず
、
寧
ろ
、
律
令
成
立
期
の
国
家
は
、
官

社
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
念
頭
に
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で

あ
る
か
ら
、
大
和
国
か
ら
山
城
国
へ
遷
都
が
行
わ
れ
る
と
、
多
く
の
官
人

を
含
め
た
氏
族
た
ち
の
拠
点
も
移
動
し
て
し
ま
い
、
氏
族
祭
祀
が
行
わ
れ

る
神
社
の
管
理
が
疎
か
に
な
り
、
大
和
国
で
は
早
期
か
ら
神
社
建
物
の
荒

廃
が
問
題
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
氏
族
祭
祀
の
祭
場
で
あ
る
神
社
が

荒
廃
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
官
社
で
あ
っ
た
場
合
、
同
時
に
国
家

祭
祀
の
祭
場
も
荒
廃
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に
大
和
国

で
は
い
ち
早
く
、『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
官
符）

11
（

所
引

の
弘
仁
十
三
年
四
月
四
日
官
符
が
出
さ
れ
、
国
家
祭
祀
の
場
で
あ
る
神
社

建
物
の
荒
廃
を
防
ご
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
氏
族
が
己
等
の
た
め
に
行
う
祭
祀
が
氏
神
祭
祀
で
あ
る
。
繰
り

返
す
が
、
氏
族
が
国
家
の
た
め
に
行
う
祭
祀
は
国
家
祭
祀
で
あ
る
。
こ
の

構
造
を
出
雲
神
郡
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
細
分
化
で
き

る
。

　

国
家

　

国
＝
出
雲
国

　

氏
族
＝
出
雲
国
造

　

神
社
＝
熊
野
神
社
も
し
く
は
杵
築
大
社

神
郡
は
、
国
家
祭
祀
の
た
め
の
拠
点
で
あ
る
か
ら
、
出
雲
国
造
は
国
家
の

た
め
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
は
別
に
出
雲
臣
の
た
め

の
氏
神
祭
祀
も
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
雲
国
造
が
氏
神
祭
祀
を

奉
祀
す
る
神
社
は
、
当
然
、
出
雲
国
造
の
本
貫
で
あ
る
意
宇
郡
に
鎮
座
す

る
神
社
で
あ
り
、
そ
れ
が
熊
野
神
社
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、『
令

義
解
』
で
「
天
神
」
に
位
置
付
け
ら
れ
た
「
出
雲
国
造
斎
神
」
と
は
、
出

雲
国
造
の
氏
神
祭
祀
の
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
国
家
と
出
雲
の
神
々
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
国
家
祭
祀
の
対
象

は
、
出
雲
の
地
の
神
で
あ
る
「
出
雲
大
汝
神
」
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

神
郡
と
は
、「
国
家
の
た
め
の
祭
祀
を
担
う
た
め
の
拠
点
」
で
あ
っ

て
、
極
論
す
れ
ば
、
国
家
祭
祀
の
対
象
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
必
要
は
無
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い
。
伊
勢
神
郡
を
除
く
、
安
房
国
安
房
郡
、
筑
前
国
宗
像
郡
、
常
陸
国
鹿

島
郡
、
下
総
国
香
取
郡
、
紀
伊
国
名
草
郡
の
神
郡
は
、
国
家
祭
祀
の
人

的
・
経
済
的
拠
点
と
対
象
神
社
の
鎮
座
地
が
同
じ
郡
で
あ
っ
た
が
、
出
雲

国
に
関
し
て
は
、
拠
点
と
鎮
座
の
郡
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
出
雲
国
意
宇
郡
は
、
国
家
祭
祀
の
人
的
・
経

済
的
拠
点
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
国
家
の
た
め
に
「
出
雲
大
汝
神
」
の
杵

築
大
社
へ
出
向
い
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
矛
盾
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

以
上
、
古
代
の
国
家
祭
祀
の
形
態
や
構
造
か
ら
出
雲
神
郡
の
成
立
に
つ

い
て
検
討
す
れ
ば
、
神
郡
成
立
期
の
国
家
祭
祀
の
対
象
と
し
て
は
、
熊
野

神
社
よ
り
も
杵
築
大
社
に
妥
当
性
が
あ
る
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
神
郡
の
対
象
神
社
も
、
杵
築
大
社
に
よ
り
妥
当
性
が
見
い
だ
せ
る
と

い
う
結
論
に
な
る）

1（
（

。

五
、
出
雲
の
神
事
的
位
置
付
け

　

最
後
に
、
大
和
と
出
雲
の
神
事
的
な
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

い
。

　

畿
内
に
は
、
出
雲
に
関
係
す
る
神
を
祀
る
神
社
が
複
数
存
在
し
、
律
令

期
に
は
、
そ
れ
ら
の
神
社
で
国
家
祭
祀
が
行
わ
れ
、
そ
の
う
ち
数
社
は
四

時
祭
に
も
預
か
っ
て
い
る
。

　

律
令
国
家
祭
祀
が
行
わ
れ
た
官
社
の
多
く
は
、
国
家
に
よ
っ
て
新
た
に

神
社
と
い
う
祭
場
が
設
置
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
氏
族
祭
祀
も
し
く
は

在
地
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
神
社
に
、
い
わ
ば
間
借
り
す
る
よ
う
な
形
態

で
行
わ
れ
て
い
た
。
神
社
修
理
・
修
造
に
関
す
る
記
事
は
、『
日
本
書

紀
』
天
武
天
皇
十
年
正
月
己
丑
条
の
「
詔
二
畿
内
及
諸
国
一。
修
二
理
天
社
。

地
社
神
宮
一。」
な
ど
、
六
国
史
に
散
見
す
る
が
、
特
に
宝
亀
年
間
か
ら
、

神
社
管
理
に
関
す
る
記
事
や
官
符
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
背
景
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
特
に
官
社
は
、
国
家
祭
祀
が
行
わ
れ
る
場
で

あ
り
、
そ
の
官
社
建
物
の
修
理
・
修
造
が
公
費
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
」
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
天
平
年
間
の
「
正
税
帳
」
に
は
、
神
社
の
修
理
・

修
造
に
関
す
る
費
用
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
続
日
本

紀
』
天
平
九
年
十
一
月
癸
酉
条
の
「
遣
二
使
于
畿
内
及
七
道
一。
令
レ
造
二
諸

神
社
一。」な
ど
、天
平
期
の
神
事
行
政
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
と
推
測
で

き
る
。
と
こ
ろ
が
、
公
費
に
よ
っ
て
修
理
・
修
造
さ
れ
た
建
物
を
維
持
管

理
す
る
義
務
は
誰
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
国
家
は
あ
ま
り
意
識
し
て

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
班
幣
祭
祀
が
延
暦
年
間
に
転
換
を
迎
え
る
経

緯
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
以
前
、
祝
部
に
対
す
る
国
家
の
強
制
力
は
弱
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
家
祭
祀
の
多
く

は
、
氏
神
祭
祀
や
在
地
祭
祀
の
場
を
利
用
す
る
形
態
で
実
施
さ
れ
て
い
た
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た
め
、
実
際
に
神
社
を
維
持
・
管
理
し
て
い
た
の
は
、
氏
族
や
地
域
共
同

体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
氏
族
や
地
域
共
同
体
に
は
、
国
家

祭
祀
の
場
を
維
持
・
管
理
す
る
義
務
は
無
か
っ
た
の
で
あ
り
、
国
家
祭
祀

の
効
果
を
目
的
に
公
費
を
用
い
て
神
社
建
物
を
修
理
・
修
造
し
た
施
策

は
、
理
念
が
先
行
し
、
維
持
・
管
理
と
い
う
現
実
を
顧
み
ず
に
行
わ
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
が
宝
亀
年
間
に
、
国
家
祭
祀
の
場
で
あ
る

神
社
建
物
の
維
持
・
管
理
と
い
う
大
き
な
負
担
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う

問
題
が
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し

て
、「
神
主
」
を
特
定
の
氏
族
か
ら
補
任
し
、
律
令
制
下
の
神
職
に
位
置

付
け
る
こ
と
で
、
神
社
修
理
と
い
う
国
家
的
義
務
を
氏
族
に
負
担
さ
せ
た

の
で
あ
る）

11
（

。

　

以
上
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
律
令
制
の
成
立
期
に
、「
畿
内
に
鎮
座
す

る
出
雲
の
神
々
」
に
対
し
て
国
家
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、

そ
れ
以
前
か
ら
、
そ
れ
ら
の
神
社
で
は
、
氏
神
祭
祀
や
在
地
祭
祀
が
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
奉
祀
者
は
、
多
く
は
出
雲
に
関
わ
る
人
々

だ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

大
和
と
出
雲
の
関
係
は
、「
出
雲
国
譲
り
伝
承
」
の
た
め
に
、
両
者
の

緊
張
関
係
が
特
に
注
目
さ
れ
、
出
雲
の
社
会
や
神
の
服
属
が
強
調
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
大
物
主
神
伝
承
を
例
に
す
れ
ば
、
古
代
は

未
だ
神
々
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
思
想
的
段
階
に
は
至
っ
て
い
な

い
。
大
和
と
出
雲
の
関
係
は
、「
支
配
と
服
属
」
よ
り
も
、
良
好
な
関
係

に
あ
り
、
軋
轢
を
生
じ
た
時
期
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
人
々
の
往
来
を

含
め
様
々
な
交
流
が
活
発
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

律
令
期
に
出
雲
国
造
が
奏
上
し
た
「
出
雲
国
造
神
賀
詞）

11
（

」
に
は
、「
天

穂
比
命
」
に
対
し
て
「
天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
、
堅
石
に
常
石
に
い

わ
い
奉
り
、
い
か
し
の
御
世
を
さ
き
わ
い
奉
れ
」
と
の
文
が
あ
り
、
神
賀

詞
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
大
貴
己
神
に
佞
り
媚

び
た
天
穂
日
命
の
後
裔
の
出
雲
臣
が
、
出
雲
の
地
で
国
家
祭
祀
を
担
う
こ

と
の
正
当
性
で
あ
る）

11
（

。

　

そ
し
て
、
律
令
制
が
本
格
化
し
、
官
社
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
、
国
家

に
お
け
る
出
雲
の
神
々
の
特
殊
性
は
低
下
し
て
い
く
。『
出
雲
国
風
土

記
』
に
は
、「
出
雲
神
部　

郡
家
南
西
二
里
廿
歩　

伊
弉
奈
枳
乃
麻
奈
古

坐　

熊
野
加
武
呂
乃
命　

與
下
五
百
津
鉏
々
猶
所
二
取
一々
而　

所
レ
造
二
天

下
一
大
穴
持
命
上　

二
所
大
神
等
依
奉　

故
云
二
神
戸
一
〈
他
郡
等
之
神
戸

如
レ
是
〉」
な
ど
複
数
の
神
戸
が
載
せ
ら
れ
る
が）

11
（

、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
で

は
、「
熊
野
神　

廿
五
戸　

出
雲
国
加
二
十
戸
一
」「
杵
築
神　

六
十
一
戸

〈
出
雲　

天
平
神
護
元
年
奉
レ
充
〉」
と
あ
っ
て
、
奈
良
期
の
神
戸
で
は
、

「
熊
野
神
」
と
「
杵
築
神
」
と
の
間
に
差
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
仁
寿
・
貞
観
期
の
神
階
奉
授
で
は
、
も
は
や
両
者
に
差
は
見
ら
れ
な
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く
な
っ
て
お
り
、
国
家
に
と
っ
て
の
出
雲
神
は
、
特
別
に
警
戒
す
べ
き
存

在
と
し
て
は
位
置
付
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。。

　

結
語

　　

以
上
、
出
雲
神
郡
の
成
立
か
ら
、
律
令
制
成
立
期
の
祭
祀
に
つ
い
て
考

察
し
た
。

　

律
令
国
家
成
立
過
程
の
時
期
に
、
天
皇
や
大
和
に
と
っ
て
、
出
雲
の

神
々
は
祟
り
為
す
神
で
あ
り
、
祭
祀
が
欠
か
せ
な
い
神
で
あ
っ
た
。
国
家

は
、
出
雲
の
神
々
を
奉
祀
す
る
祭
祀
者
と
拠
点
を
設
定
し
、
そ
れ
が
出
雲

国
造
と
出
雲
神
郡
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
紙
数
の
制
限
も
あ
り
、
出
雲
国
造
・
出
雲
国
造
神
賀
詞
・

出
雲
国
風
土
記
・
出
雲
神
宝
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
問
題
に
つ
い
て
、
検

討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
古
代
の
出
雲
は
、
こ
れ
ら
を
複
合
的
に

考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（1
）
小
林
宣
彦
「
日
本
古
代
の
神
事
と
神
郡
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
國
學
院
雑

誌
』
第
一
一
三
巻
第
一
一
号
、
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
））

（
2
）
神
郡
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
田
中
卓
「
伊
勢
神
郡
の
成
立
」（
昭
和
三
四
年

（
一
九
五
九
）
初
出
、
後
、
著
作
集
四
『
神
宮
の
創
始
と
発
展
』、
国
書
刊
行
会
、

昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）
所
収
）、
平
野
博
之
「
神
郡
」（『
九
州
史
学
』
第
一

一
号
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
））、
梅
田
義
彦
「
神
郡
行
政
の
特
性
と
そ
の
変

遷
」（『
国
民
生
活
史
研
究
』
四
、
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）、
後
、『
神
道
の
思

想
』
二
（
雄
山
閣
出
版
、
昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
））
所
収
）、
岩
橋
小
彌
太

「
神
戸
、
神
郡
」（『
神
道
史
叢
説
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
六
年
（
一
九
七

一
））、
高
嶋
弘
志
「
神
郡
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」（
佐
伯
有
清
編
『
日
本

古
代
政
治
史
論
考
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）、
熊
田
亮
介

「
律
令
制
下
伊
勢
神
郡
の
経
済
的
基
盤
と
そ
の
特
質
─
神
郡
を
中
心
と
し
て
─
」

（
関
晃
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
史
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
五
年

（
一
九
八
〇
））
な
ど

（
3
）
有
富
由
紀
子
「
下
総
国
香
取
神
郡
の
諸
相
」（『
千
葉
史
学
』
第
六
〇
号
、
平
成
二

四
年
（
二
〇
一
二
））

（
4
）
早
川
万
年
「
神
郡
・
神
郡
司
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
─
鹿
島
の
場
合
に
注
目
し
つ

つ
─
」（
井
上
辰
雄
編
『
古
代
東
国
と
常
陸
国
風
土
記
』、
雄
山
閣
出
版
、
平
成
十

一
年
（
一
九
九
九
））

（
5
）
拙
稿
、
註
1
前
掲
論
文

（
6
）
有
富
、
註
3
前
掲
論
文

（
7
）
小
倉
慈
司
「
律
令
成
立
期
の
神
社
政
策
─
神
郡
（
評
）
を
中
心
に
─
」（『
古
代
文

化
』
第
六
五
巻
第
三
号
、
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
））

（
8
）
言
屋
神
社
は
、『
延
喜
式
』「
神
名
」
の
「
揖
夜
神
社
」、『
出
雲
国
風
土
記
』
の

「
伊
布
夜
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。

（
9
）
熊
野
神
社
説
は
、
井
上
光
貞
「
国
造
制
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』
第
六
〇
巻
第
一

一
号
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
））
が
代
表
的
な
論
考
で
あ
ろ
う
。
他
に
、
平

野
邦
雄
「
神
郡
と
神
戸
」（『
大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭

和
六
〇
年
（
一
九
八
五
））、
田
中
卓
「
日
本
古
代
史
に
お
け
る
出
雲
の
立
場
」

（『
神
道
史
研
究
』
第
四
五
巻
第
四
号
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
））
な
ど
。
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杵
築
大
社
説
は
、
門
脇
禎
二
『
出
雲
の
古
代
史
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和

五
一
年
（
一
九
七
六
））、
新
野
直
吉
「
古
代
出
雲
の
国
造
」（
神
道
学
会
編
『
出

雲
学
論
攷
』、
出
雲
大
社
、
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
））、
岡
田
莊
司
「
古
代
律

令
神
祇
祭
祀
制
と
杵
築
大
社
・
神
賀
詞
奏
上
儀
礼
」（『
延
喜
式
研
究
』
第
二
五

号
、
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
））
な
ど
。

（
10
）「
葛
木
鴨
」
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
・
賀
茂
神
戸
に
は
、「
賀
茂
神
戸　

郡
家
東
南
卅
四
里　

所
レ
造
二
天
下
一
大
神
命
之
御
子　

阿
遅
須
枳
高
日
子
命　

坐
二
葛
城
賀
茂
社
一　

此
神
之
神
戸　

故
云
レ
鴨
〈
神
亀
三
年
改
二
字
賀
茂
一
〉
即

有
二
正
倉
一
」
と
あ
り
、『
延
喜
式
』「
神
名
」
に
あ
る
大
和
国
葛
上
郡
の
「
高
鴨

阿
治
須
岐
託
彦
根
命
神
社
」
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
大
神
神
社
と
同
じ
く
、
畿
内

に
鎮
座
し
て
い
る
が
、
出
雲
に
関
わ
る
神
で
あ
り
、「
地
祇
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
日
本
古
代
に
お
い
て
は
、
天
神
と
地
祇
の
定
義
は
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
、
天
神
と
地
祇
を
分
類
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
天
神
と
地

祇
の
分
類
が
、
律
令
祭
祀
制
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
も
困

難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
令
義
解
』
が
撰
集
さ
れ
た
九
世
紀
半
ば
の
見
解

に
は
な
っ
て
し
ま
う
が
、
律
令
期
に
、
国
家
と
神
々
の
由
来
の
関
係
に
つ
い
て
、

あ
る
程
度
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
律
令
祭
祀
制
の
成
立
を
考
察
す
る
上

で
は
、
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
注
釈
』（
三
省
堂
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
六
））

（
13
）
藤
森
馨
「
鎮
花
祭
と
三
枝
祭
の
祭
祀
構
造
」（『
神
道
宗
教
』
第
二
一
一
号
、
平
成

二
〇
年
（
二
〇
〇
八
））

（
14
）
日
本
古
代
の
祟
り
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
米
井
輝
圭
「
古
代
日
本
の
「
祟
り

の
シ
ス
テ
ム
」
─
律
令
国
家
に
お
け
る
「
祟
り
」
の
用
例
─
」（『
東
京
大
学
宗
教

学
年
報
』
第
一
〇
号
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
））、
大
江
篤
「『
祟
』
現
象
と
神

祇
官
の
亀
卜
」（『
続
日
本
紀
の
時
代
』、
塙
書
房
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）、

後
、『
日
本
古
代
の
神
と
霊
』、
臨
川
書
店
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
所
収
）、

同
「
陰
陽
寮
と
『
祟
』」（
大
隅
和
雄
編
『
文
化
史
の
諸
相
』、
吉
川
弘
文
館
、
平

成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
））、
同
「
遷
却
祟
神
」（
続
日
本
紀
研
究
会
編
『
続
日
本

紀
の
諸
相
』、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
））、
西
山
良
平
「〈
聖
体
不
予
〉
と
タ
タ

リ
」（
門
脇
禎
二
編
『
日
本
古
代
国
家
の
展
開
』
上
巻
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
七

年
（
一
九
九
五
））、
山
下
克
明
「
災
害
・
怪
異
と
天
皇
」（
岩
波
講
座
『
天
皇
と

王
権
を
考
え
る
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
））
な
ど

（
15
）
岡
田
莊
司
「
天
皇
と
神
々
の
循
環
型
祭
祀
体
系
─
古
代
の
祟
神
─
」（『
神
道
宗

教
』
第
一
九
九
・
二
〇
〇
号
、
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
））、
同
「
古
代
～
の
法

制
度
と
神
道
文
化
─
天
皇
祭
祀
に
関
す
る
不
文
の
律
、
不
文
の
法
─
」（『
明
治
聖

徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
六
号
、
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
））、
同
「
古
代

の
天
皇
祭
祀
と
災
い
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
二
巻
第
九
号
、
平
成
二
三
年

（
二
〇
一
一
））

（
16
）
小
林
宣
彦
「
律
令
期
神
祇
制
の
再
検
討
─
霊
験
と
祟
り
を
め
ぐ
る
神
事
の
シ
ス
テ

ム
化
を
中
心
に
─
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
二
号
第
二
号
、
平
成
二
三
年
（
二

〇
一
一
））

（
17
）
現
在
で
は
非
科
学
的
と
さ
れ
る
知
識
や
行
動
で
も
、
古
代
に
お
い
て
は
合
理
的
手

段
で
あ
っ
た
と
す
る
視
点
が
、
今
後
の
古
代
の
律
令
神
祇
制
の
検
討
に
は
必
要
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
18
）『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
二
月
丙
辰
条
に
は
、「
授
二
船
号
佐
伯
従
五
位
下
一。〈
従

三
位
粟
田
朝
臣
真
人
之
所
レ
乗
者
也
。〉」
と
あ
り
、
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
天
平

宝
字
七
年
八
月
壬
午
条
に
も
、「
初
遣
二
高
麗
国
一
船
。
名
曰
二
能
登
一。
帰
朝
之

日
。
風
波
暴
急
。
漂
二
蕩
海
中
一。
祈
曰
。
幸
頼
二
船
霊
一。
平
安
到
レ
国
。
必
請
二
朝

庭
一。
酬
以
二
錦
冠
一。
至
レ
是
縁
二
於
宿
禱
一。
授
二
従
五
位
下
一。
其
冠
製
錦
レ
表
絁
レ

裏
。
以
二
紫
組
一
為
レ
纓
。」
と
の
記
事
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
船
霊
に
対
し
て
位

階
が
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
仲
哀
記
に
お
け
る
記
述
と
こ
れ
ら
の
船

霊
の
記
事
と
の
関
わ
り
は
、
神
階
の
原
型
を
検
討
す
る
上
で
課
題
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

（
19
）
小
倉
、
註
7
前
掲
論
文

（
20
）「
応
以
大
社
封
戸
修
理
小
社
事
」

（
21
）
出
雲
大
社
周
辺
の
考
古
学
的
考
察
と
し
て
は
、
松
尾
充
晶
「
考
古
学
か
ら
み
た
出
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雲
大
社
と
そ
の
歴
史
環
境
」（『
古
代
出
雲
大
社
の
祭
儀
と
神
殿
』、
学
生
社
、
平

成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
））
な
ど
が
あ
る
が
、
考
古
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
熊

野
神
社
周
辺
と
杵
築
大
社
周
辺
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
三
輪
山
祭
祀
遺
跡
や
沖
ノ
島

祭
祀
遺
跡
の
よ
う
な
国
家
祭
祀
の
明
確
な
痕
跡
は
出
土
し
て
お
ら
ず
、
考
古
学
的

知
見
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
22
）
小
林
宣
彦
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
神
社
と
神
主
の
性
格
に
つ
い
て
」（『
神
道
宗

教
』
第
一
九
五
号
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
））

（
23
）『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
に
関
し
て
は
、倉
野
憲
司
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
つ
い
て
」

（『
神
道
学
』
三
四
号
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）、
粕
谷
興
紀
「『
出
雲
国
造
神

賀
詞
』
考
証
三
題
」（『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
二
四
輯
、
昭
和
六
一
年
（
一
九
八

六
））
松
前
健
「
出
雲
の
神
話
」（
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
初
出
、
後
、
著
作

集
九
『
日
本
神
話
論
』
Ⅰ
、
お
う
ふ
う
、
平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
）
所
収
）、

岡
田
、
註
９
前
掲
論
文
な
ど

（
24
）『
令
義
解
』
で
「
天
神
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
「
出
雲
国
造
斎
神
」
は
、「
出
雲
国

造
神
賀
詞
」
で
は
「
加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
櫛
御
気
野
命
」（『
出
雲
国
風
土
記
』
で

は
「
伊
弉
奈
枳
乃
麻
奈
古
坐　

熊
野
加
武
呂
乃
命
」）
で
あ
る
と
さ
れ
、
意
宇
郡

に
鎮
座
し
た
。
一
方
、「
出
雲
大
汝
神
」
は
出
雲
郡
の
杵
築
宮
に
奉
斎
さ
れ
た
と

さ
れ
る
。
大
和
と
出
雲
の
交
流
の
中
で
、
意
宇
郡
に
「
出
雲
国
造
斎
神
」、
出
雲

郡
に
「
出
雲
大
汝
神
」
を
そ
れ
ぞ
れ
祭
る
際
に
、
何
ら
か
の
軋
轢
が
生
じ
、
そ
れ

が
伝
承
に
反
映
さ
れ
た
可
能
性
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

（
25
）
出
雲
国
の
神
戸
に
つ
い
て
は
、
小
倉
慈
司
「
出
雲
国
の
神
戸
に
つ
い
て
」（『
出
雲

古
代
史
研
究
』
第
六
号
、
平
成
六
年
（
一
九
九
六
））
な
ど


